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起業アイデアコンペティション 

丹後シルク（丹後ちりめん） 

森本工業団地 
企業による主体的な取り組みをサポート 

赤坂工業団地（峰山町赤坂） 

　連携・協力に関する包括協定を締結している
京都工芸繊維大学の学生を対象に、平成19年度
から、京丹後市の地域資源（自然、文化、生産
物など）を活用して学生の英知と融合させた斬
新なアイデアを募集しています。 
　平成22年度は、京都工芸繊維大学から府立大、
府立医大などの他大学に協力・参加を呼びかけ
ていただき、事業規模を拡大して実施します。 
　また、これまでに入賞したアイデアによる事
業化をめざす企業を募集・選考していくとともに、
事業化する企業を支援します。 

■起業アイデアコンペ開催事業 
【商工費】（継続）　153万円 
（商工観光部　商工振興課） 

　市内の製造・加工業者を対象として、経営革
新のために実施する経営基盤強化、販路開拓、
グループ化、合併･企業再編、異分野への進出
など、主体的に取り組む新たな事業に補助金を
交付します。 
（補助率：対象事業費の 2分の 1、補助上限額：
200万円） 

■製造・加工業経営革新等推進事業補助金 
【商工費】（継続）　800万円 

（商工観光部　産業雇用総合振興課） 

学生の斬新なアイデアから 
　　　　　新たなビジネスを創造 

　シルク産業の活性化を目的に、シルクに関連
する産業や歴史・文化を持つ全国25の自治体な
どで組織された「シルクのまちづくり市区町村
協議会」（平成 22年 1月発足）の事業活動に参
加することで、国内のシルク産業全体の振興・
発展ならびにシルク文化を活用した魅力ある地
域づくりを推進します。 

■シルクのまちづくり事業 
【商工費】（継続）　56万円 
（商工観光部　商工振興課） 

■工業用地造成事業 
【特別会計】（継続）　1億5,550万円 
（商工観光部　産業雇用総合振興課） 

企業を誘致し雇用促進へ 

　若者定住と雇用機会の創出を図るため、大宮
町森本地区に、市内最大規模となる新工業団地
を造成しています。平成20年 3月から造成工事
に着手し、本年度に完成する予定です。 
　新工業団地は、今後開通予定の鳥取豊岡宮津
自動車道路の（仮称）大宮森本インターチェン
ジ北側に位置し、大小4つの区画を有する約7.5
㌶の工場用地となります。 
　完成後は、豊かな自然に囲まれた森林の中の
工業団地として販売する予定です。 

丹後の産業をＷＥＢで世界に発信 丹後の産業をＷＥＢで世界に発信 丹後の産業をＷＥＢで世界に発信 

■集積活性化・販路開拓支援補助金 
【商工費】（新規）　500万円 
（商工観光部　商工振興課） 

運転資金や設備資金の借入を支援します 運転資金や設備資金の借入を支援します 運転資金や設備資金の借入を支援します 

■あんしん借換資金等利子補給事業 
【商工費】（継続）　1億5,200万円 

（商工観光部　商工振興課） 

京都府あんしん借換融資制度 
売上高の減少などにより経営の安定に支
障が出ている事業主が、市町村長の認定
を受けることにより利用できる京都府の
融資制度（信用保証協会の保証が必要）。
新たに借り入れを行ったり、借り換えを
行う場合に利用できます。 

　市内に拠点を置く中小企業組合を対象として、
企業紹介や受注促進の機能を備えた、組合共用
の動画ウェブサイトを作成する費用などを助成
します。この新しいウェブサイトを活用し、機
械金属業や織物業など丹後地域の優れた産業を
国内外に発信することにより、市内ものづくり
産業の活性化や販路開拓を推進します。 

　市内の事業所が、事業運営に必要な運転資金
等を借り入れ、その返済利子の一部を補給する
ことで、市内商工業などの振興を支援します。
借入利率1.5%を超える部分を補給（京都府あん
しん借換融資制度に限り、借入利率 1％を超え
る部分を補給）し、市内事業所の経営安定を図
ります。 

■信用保証料補助金 
【商工費】（継続）　6,000万円 
（商工観光部　商工振興課） 

■商工業支援補助金 
【商工費】（拡充）　483万円 
（商工観光部　商工振興課） 

　市内への企業誘致や企業・工場の新増設など
の企業立地・事業立地を促進するため、企業情
報の把握、企業訪問・企業意向調査などに取り
組みます。 

■企業立地促進事業 
【商工費】（継続）　424万円 

（商工観光部　産業雇用総合振興課） 

　市内の事業所が、事業運営に必要な運転資金
や設備資金を借り入れる際に負担する信用保証
協会への保証料の一部を補助し、資金調達の円
滑化と市内商工業
などの振興を支援
します。 
（補助金上限額 40
万円。ただし、建
設業のみ60万円） 

　市内商工業の活性化と雇用機会の拡大のために、
市民のかたなどが、起業、空き店舗活用、事業
拡大等人材育成、新商品開発、事業転換など、
新たな取り組みをされる際に必要な経費を支援
します。平成 22年度に起業したかたに限り、1
年以上事業を継続していた場合、平成23年度も
支援を継続します。また、これまでは空き店舗
活用は市内既存
商店街の空き店
舗のみが支援対
象でしたが、市
内の空き店舗す
べてに支援対象
を拡大します。 


